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参
照
条
文

○

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
七
日
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

（
特
別
加
入
）

第
三
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
で
あ
る
者

を
除
く
。
）
の
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
し
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
以
下
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
を
除
く
。
第

七
号
に
お
い
て
「
特
定
事
業
」
と
い
う
。
）
の
事
業
主
で
徴
収
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
労
働
保
険
事
務
組
合
（
以

下
「
労
働
保
険
事
務
組
合
」
と
い
う
。
）
に
同
条
第
一
項
の
労
働
保
険
事
務
の
処
理
を
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
者
（
事

業
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
代
表
者
）

二

前
号
の
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者

三

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
事
業
を
労
働
者
を
使
用
し
な
い
で
行
う
こ
と
を
常
態
と
す
る
者

四

前
号
の
者
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者

五

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
作
業
に
従
事
す
る
者

六
～
七

（
略
）

第
三
十
四
条

前
条
第
一
号
の
事
業
主
が
、
同
号
及
び
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
包
括
し
て
当
該
事
業
に
つ
い
て
成
立

す
る
保
険
関
係
に
基
づ
き
こ
の
保
険
に
よ
る
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
と
す
る
こ
と
に
つ
き
申
請
を
し
、
政
府
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
及
び
第

三
章
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
と
み
な
す
。

二

前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
業
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
と
き
、
そ
の
負
傷
若

し
く
は
疾
病
に
つ
い
て
の
療
養
の
た
め
当
該
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
そ
の
負
傷
若
し
く
は
疾

病
が
治
つ
た
場
合
に
お
い
て
身
体
に
障
害
が
存
す
る
と
き
、
又
は
業
務
上
死
亡
し
た
と
き
は
、
労
働
基
準
法
第
七

十
五
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で
、
第
七
十
九
条
及
び
第
八
十
条
に
規
定
す
る
災
害
補
償
の
事
由
が
生
じ
た
も
の
と

み
な
す
。

三

前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
給
付
基
礎
日
額
は
、
当
該
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
の
賃
金
の
額

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%96%40%94%aa%8e%6c&REF_NAME=%92%a5%8e%fb%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%96%40%94%aa%8e%6c&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000000000000000
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そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

四

前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
事
故
が
徴
収
法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料

が
滞
納
さ
れ
て
い
る
期
間
中
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、
当
該
事
故
に
係
る
保
険
給
付
の
全
部
又

は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
者
の
業
務
災
害
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
前
条
第
一
号
の
事
業
主

の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

第
三
十
五
条

第
三
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
団
体
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
者
の
団
体
が
、
当
該
団
体
の
構
成

員
で
あ
る
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
び
そ
の
者
に
係
る
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
者
又
は
当
該
団
体
の
構
成
員
で
あ

る
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
者
の
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
（
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
、
住
居
と
就
業
の
場
所
と
の
間
の

往
復
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
業
務
災
害
に
限
る
。
）
に
関
し
て
こ
の
保
険

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
つ
き
申
請
を
し
、
政
府
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
（
当

該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
章
第
一
節
及
び
第
二
節
）
、
第
三
章
の
二
及
び
徴
収
法
第
二
章
か
ら

第
六
章

ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

当
該
団
体
は
、
第
三
条
第
一
項
の
適
用
事
業
及
び
そ
の
事
業
主
と
み
な
す
。

二

当
該
承
認
が
あ
つ
た
日
は
、
前
号
の
適
用
事
業
が
開
始
さ
れ
た
日
と
み
な
す
。

三

当
該
団
体
に
係
る
第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
は
、
第
一
号
の
適
用
事
業
に
使
用
さ
れ

る
労
働
者
と
み
な
す
。

四

当
該
団
体
の
解
散
は
、
事
業
の
廃
止
と
み
な
す
。

五

前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
係
る
業
務
災
害
に
関

す
る
保
険
給
付
の
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
関
し
て
は
、
前

条
第
一
項
第
二
号
中
「
業
務
上
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
作
業
に
よ
り
」
と
、
「
当
該
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
作

業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

六

第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
給
付
基
礎
日
額
は
、
当
該
事
業
と
同
種
若
し
く
は
類
似

の
事
業
又
は
当
該
作
業
と
同
種
若
し
く
は
類
似
の
作
業
を
行
う
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
の
賃
金
の
額
そ
の
他

の
事
情
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

七

第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
事
故
が
、
徴
収
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号

の
第
二
種
特
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別
加
入
保
険
料
が
滞
納
さ
れ
て
い
る
期
間
中
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、
当
該
事
故
に
係
る
保
険

給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

（
略
）

第
三
十
七
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。
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○

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
九
月
一
日
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

第
四
十
六
条
の
十
八

法
第
三
十
三
条
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
作
業
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

農
業
（
畜
産
及
び
養
蚕
の
事
業
を
含
む
。
）
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
作
業

イ

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
模
の
事
業
場
に
お
け
る
土
地
の
耕
作
若
し
く
は
開
墾
、
植
物
の
栽
培
若
し
く
は

採
取
又
は
家
畜
（
家
き
ん
及
び
み
つ
ば
ち
を
含
む
。
）
若
し
く
は
蚕
の
飼
育
の
作
業
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
機
械
を
使
用
す
る
作
業

（１）

高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
に
お
け
る
作
業

（２）

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
六
第
七
号
に
掲
げ
る
酸
素
欠

（３）

乏
危
険
場
所
に
お
け
る
作
業

農
薬
の
散
布
の
作
業

（４）

牛
、
馬
又
は
豚
に
接
触
し
、
又
は
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業

（５）

ロ

土
地
の
耕
作
若
し
く
は
開
墾
又
は
植
物
の
栽
培
若
し
く
は
採
取
の
作
業
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
種
類
の
機
械
を
使
用
す
る
も
の

二

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
訓
練
と
し
て
行
わ
れ
る
作
業
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

求
職
者
を
作
業
環
境
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
と
し
て
行
わ
れ
る
作
業

ロ

求
職
者
の
就
職
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
職
業
訓
練
で
あ
つ
て
事
業
主
又

は
事
業
主
の
団
体
に
委
託
さ
れ
る
も
の
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
行
わ
れ
る
作
業

三

家
内
労
働
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
二
条
第
二
項
の
家
内
労
働
者
又
は
同
条
第
四
項
の
補
助
者

が
行
う
作
業
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

プ
レ
ス
機
械
、
型
付
け
機
、
型
打
ち
機
、
シ
ヤ
ー
、
旋
盤
、
ボ
ー
ル
盤
又
は
フ
ラ
イ
ス
盤
を
使
用
し
て
行
う

金
属
、
合
成
樹
脂
、
皮
、
ゴ
ム
、
布
又
は
紙
の
加
工
の
作
業

ロ

研
削
盤
若
し
く
は
バ
フ
盤
を
使
用
し
て
行
う
研
削
若
し
く
は
研
ま
又
は
溶
融
し
た
鉛
を
用
い
て
行
う
金
属
の

焼
入
れ
若
し
く
は
焼
き
も
ど
し
の
作
業
で
あ
つ
て
、
金
属
製
洋
食
器
、
刃
物
、
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
の
製
造
又

は
加
工
に
係
る
も
の

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000005000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000005000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000005000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%98%5a%81%5a&REF_NAME=%89%c6%93%e0%98%4a%93%ad%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%98%5a%81%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%98%5a%81%5a&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000004000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000004000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000004000000000000000000
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ハ

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
又
は
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十

七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
有
機
溶
剤
含
有
物
を
用
い
て
行
う
作
業
で
あ
つ
て
、

化
学
物
質
製
、
皮
製
若
し
く
は
布
製
の
履
物
、
鞄
、
袋
物
、
服
装
用
ベ
ル
ト
、
グ
ラ
ブ
若
し
く
は
ミ
ツ
ト
又
は

木
製
若
し
く
は
合
成
樹
脂
製
の
漆
器
の
製
造
又
は
加
工
に
係
る
も
の

ニ

じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
粉
じ
ん
作
業
又
は
労
働
安
全
衛
生

法
施
行
令
別
表
第
四
第
六
号
の
鉛
化
合
物
（
以
下
「
鉛
化
合
物
」
と
い
う
。
）
を
含
有
す
る
釉
薬
を
用
い
て
行
う

施
釉
若
し
く
は
鉛
化
合
物
を
含
有
す
る
絵
具
を
用
い
て
行
う
絵
付
け
の
作
業
若
し
く
は
当
該
施
釉
若
し
く
は
絵

付
け
を
行
つ
た
物
の
焼
成
の
作
業
で
あ
つ
て
陶
磁
器
の
製
造
に
係
る
も
の

ホ

動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
合
糸
機
、
撚
糸
機
又
は
織
機
を
使
用
し
て
行
う
作
業

ヘ

木
工
機
械
を
使
用
し
て
行
う
作
業
で
あ
つ
て
、
仏
壇
又
は
木
製
若
し
く
は
竹
製
の
食
器
の
製
造
又
は
加
工
に

係
る
も
の

四

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
労
働

組
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
常
時
労
働
者
を
使
用
す
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
労
働
組
合
等
」
と
い
う
。
）
の
常
勤
の
役
員
が
行
う
集
会
の
運
営
、
団
体
交
渉
そ

の
他
の
当
該
労
働
組
合
等
の
活
動
に
係
る
作
業
で
あ
つ
て
、
当
該
労
働
組
合
等
の
事
務
所
、
事
業
場
、
集
会
場
又

は
道
路
、
公
園
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
に
お
け
る
も
の
（
当
該
作
業
に
必
要
な
移
動
を
含
む
。
）

五

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規

定
す
る
介
護
関
係
業
務
に
係
る
作
業
で
あ
つ
て
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世

話
、
機
能
訓
練
又
は
看
護
に
係
る
も
の

（
中
小
事
業
主
等
の
特
別
加
入
）

第
四
十
六
条
の
十
九

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
を
経
由
し
て
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

申
請
に
係
る
事
業
の
労
働
保
険
番
号
及
び
名
称
並
び
に
事
業
場
の
所
在
地

三

法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
氏
名
、
そ
の
者
が
従
事
す
る
業
務
の
内
容
並
び
に
同
条
第

二
号
に
掲
げ
る
者
の
当
該
事
業
主
と
の
関
係

四

労
働
保
険
事
務
組
合
に
、
労
働
保
険
事
務
の
処
理
を
委
託
し
た
日

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%97%4c%8b%40%97%6e%8d%dc%92%86%93%c5%97%5c%96%68%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%91%e6%88%ea%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000001000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%8e%4f%81%5a&REF_NAME=%82%b6%82%f1%94%78%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%8e%4f%81%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%88%ea%8e%b5%8e%6c&REF_NAME=%98%4a%93%ad%91%67%8d%87%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%88%ea%8e%b5%8e%6c&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%88%ea%8e%b5%8e%6c&REF_NAME=%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%6c%96%40%98%5a%8e%4f&REF_NAME=%89%ee%8c%ec%98%4a%93%ad%8e%d2%82%cc%8c%d9%97%70%8a%c7%97%9d%82%cc%89%fc%91%50%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%6c%96%40%98%5a%8e%4f&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000001000000002000000000
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２

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
労
働
保
険
事
務
組
合
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
従
事
す
る
業
務
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
業
務

（
以
下
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
項
の
申
請
書
に
そ
の

者
の
業
務
歴
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

じ
ん
肺
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
業
務

二

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
別
表
第
一
の
二
第
三
号
３
の
身
体
に
振
動

を
与
え
る
業
務

三

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
四
の
鉛
業
務

四

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
第
一
条
第
一
項
第
六
号
の
有
機
溶
剤
業
務

４

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

者
の
従
事
す
る
業
務
が
特
定
業
務
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
の
業
務
歴
を
考
慮
し
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
事
業
主
か
ら
、
そ
の
者
に
つ
い
て
の
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が

指
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
所
轄
労
働

基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

５

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
つ
き
承
認
す

る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
事
業
主
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
申

請
に
つ
き
承
認
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

６

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
事
業
主
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
又
は

法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
新
た
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
掲
げ
る
者

に
該
当
し
な
く
な
つ
た
者
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経

由
し
て
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
新
た
に
該
当
す
る
に

至
つ
た
者
が
生
じ
た
旨
の
届
出
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
項
の
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
旨
の
ほ
か
、
第
六
項
の
届
出
に
係
る
文
書
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８

第
四
項
の
規
定
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
新
た
に
該
当
す
る

に
至
つ
た
者
が
生
じ
た
旨
の
届
出
に
係
る
者
の
従
事
す
る
業
務
が
特
定
業
務
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%8e%4f%81%5a&REF_NAME=%82%b6%82%f1%94%78%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%8c%fa%90%b6%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%97%4c%8b%40%97%6e%8d%dc%92%86%93%c5%97%5c%96%68%8b%4b%91%a5%91%e6%88%ea%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000001000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000001000000006000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000001000000006000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000004000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000004000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000004000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000004000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000004000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000004000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000006000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000006000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000006000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000006000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000006000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000006000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000007000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000007000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000007000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000007000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000007000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000007000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000008000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000008000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000008000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%8c%dc%81%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000008000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000008000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000008000000002000000000
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の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
六
条
の
二
十
三

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
申
請
を
す

る
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
当
該
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

２
～
３

（
略
）

４

第
四
十
六
条
の
十
九
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
う
場
合
に
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
法
第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
従
事
す
る
業
務
又
は
作
業

が
特
定
業
務
で
あ
る
場
合
に
、
第
四
十
六
条
の
十
九
第
五
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
場
合

に
、
同
条
第
六
項
の
規
定
は
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ

た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
又
は
法
第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
新
た
に
該
当
す
る
に

至
つ
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
者
が
生
じ
た
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
四
十
六
条
の
十
九
第
三
項
中
「
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
第
三
号

か
ら
第
五
号
ま
で
」
と
、
「
従
事
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
従
事
す
る
業
務
又
は
作
業
」
と
、
「
第
一
項
各
号
」
と

あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
十
三
第
一
項
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
事

業
主
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
団
体
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
「
事
業
主
」
と
あ
る
の
は
「
団
体
」
と
、
同
条
第
六
項

中
「
法
第
三
十
四
条
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項

」
と
、
「
事
業
主
」
と
あ
る
の
は
「
団
体
」

と
、
「
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
十
三
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
と
す
る
。

５

第
四
十
六
条
の
十
九
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
の
十
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
法

第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
新
た
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
者
が
生
じ
た
旨
の
届
出
を
行
う

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
六
条
の
十
九
第
三
項
中
「
法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び

第
二
号

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
と
、
「
従
事
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
従

事
す
る
業
務
又
は
作
業
」
と
、
「
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
項
の
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
の

ほ
か
、
第
四
十
六
条
の
二
十
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
項
の
届
出
に
係
る
文
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。
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６

第
四
十
六
条
の
十
九
第
四
項
の
規
定
は
、
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
の
十
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

法
第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
新
た
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
者
が
生
じ
た
旨
の
届
出
に
係

る
者
の
従
事
す
る
業
務
又
は
作
業
が
特
定
業
務
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十

六
条
の
十
九
第
四
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
事
業
主
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
六
条
の
二
十
三
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
団
体
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
八
月
十
九
日
政
令
第
三
百
十
八
号
）

（
抄
）

別
表
第
三

特
定
化
学
物
質
等
（
第
六
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
関
係
）

一

第
一
類
物
質

１

ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

２

ア
ル
フ
ア
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩

３

塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）

４

オ
ル
ト
―
ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

５

ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

６

ベ
リ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

７

ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド

８

１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
し
、
又
は
７
に
掲
げ
る
物
を
そ

の
重
量
の
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
合
金
に
あ
つ
て
は
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
を

そ
の
重
量
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
も
の
に
限
る
。

二

第
二
類
物
質

１

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

２

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル

３

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
（
ア
ル
キ
ル
基
が
メ
チ
ル
基
又
は
エ
チ
ル
基
で
あ
る
物
に
限
る
。
）

３
の
２

イ
ン
ジ
ウ
ム
化
合
物

３
の
３

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

４

エ
チ
レ
ン
イ
ミ
ン

５

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド

６

塩
化
ビ
ニ
ル

７

塩
素

８

オ
ー
ラ
ミ
ン

９

オ
ル
ト
―
フ
タ
ロ
ジ
ニ
ト
リ
ル
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カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

10

ク
ロ
ム
酸
及
び
そ
の
塩

11

ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

12

五
酸
化
バ
ナ
ジ
ウ
ム

13

の
２

コ
バ
ル
ト
及
び
そ
の
無
機
化
合
物

13

コ
ー
ル
タ
ー
ル

14

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

15

シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム

16

シ
ア
ン
化
水
素

17

シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

18

三
・
三
’
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
・
四
’
―
ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
エ
ニ
ル
メ
タ
ン

19

の
２

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

19

の
３

一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

19

別
表
第
六
の
二

有
機
溶
剤
（
第
六
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
関
係
）

一

ア
セ
ト
ン

二

イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

三

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

四

イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
別
名
イ
ソ
ア
ミ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
）

五

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

六

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

七

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
テ
ー
ト
（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
ア
セ
テ
ー
ト
）

八

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
ブ
チ
ル
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

九

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
メ
チ
ル
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

十

オ
ル
ト
―
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

十
一

キ
シ
レ
ン

十
二

ク
レ
ゾ
ー
ル
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十
三

ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

十
四

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

十
五

酢
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル

十
六

酢
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル

十
七

酢
酸
イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
（
別
名
酢
酸
イ
ソ
ア
ミ
ル
）

十
八

酢
酸
エ
チ
ル

十
九

酢
酸
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル

二
十

酢
酸
ノ
ル
マ
ル
―
プ
ロ
ピ
ル

二
十
一

酢
酸
ノ
ル
マ
ル
―
ペ
ン
チ
ル
（
別
名
酢
酸
ノ
ル
マ
ル
―
ア
ミ
ル
）

二
十
二

酢
酸
メ
チ
ル

二
十
三

四
塩
化
炭
素

二
十
四

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル

二
十
五

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン

二
十
六

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

二
十
七

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ル
エ
タ
ン
（
別
名
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
）

二
十
八

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
（
別
名
二
塩
化
ア
セ
チ
レ
ン
）

二
十
九

ジ
ク
ロ
ル
メ
タ
ン
（
別
名
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

三
十

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

三
十
一

ス
チ
レ
ン

三
十
二

一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ル
エ
タ
ン
（
別
名
四
塩
化
ア
セ
チ
レ
ン
）

三
十
三

テ
ト
ラ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）

三
十
四

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
ラ
ン

三
十
五

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ル
エ
タ
ン

三
十
六

ト
リ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン

三
十
七

ト
ル
エ
ン

三
十
八

二
硫
化
炭
素

三
十
九

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
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四
十

一
―
ブ
タ
ノ
ー
ル

四
十
一

二
―
ブ
タ
ノ
ー
ル

四
十
二

メ
タ
ノ
ー
ル

四
十
三

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン
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○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）

（
抄
）

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

別
表
第
三
第
二
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

22

の
２

ス
チ
レ
ン

22

の
３

一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
四
塩
化
ア
セ
チ
レ
ン
）

22

の
４

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）

22

の
５

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

22

別
表
第
三
第
二
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

33

の
２

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

33

別
表
第
六
の
二
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四

削
除

別
表
第
六
の
二
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
三

削
除

別
表
第
六
の
二
第
二
十
六
号
及
び
第
二
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
六
及
び
二
十
七

削
除

別
表
第
六
の
二
第
二
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
九

削
除

別
表
第
六
の
二
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
一
か
ら
三
十
三
ま
で

削
除

別
表
第
六
の
二
第
三
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
六

削
除

別
表
第
六
の
二
第
四
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十
三

削
除
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○

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
九
月
三
十
日
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）

（
抄
）

（
定
義
等
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

有
機
溶
剤

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
い
う
。

二

有
機
溶
剤
等

有
機
溶
剤
又
は
有
機
溶
剤
含
有
物
（
有
機
溶
剤
と
有
機
溶
剤
以
外
の
物
と
の
混
合
物
で
、
有
機
溶

剤
を
当
該
混
合
物
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
も
の
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

い
う
。

三
～
五

（
略
）

六

有
機
溶
剤
業
務

次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

イ

有
機
溶
剤
等
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
有
機
溶
剤
等
の
ろ
過
、
混
合
、
攪
拌
、
加
熱
又
は
容
器
若
し
く
は

設
備
へ
の
注
入
の
業
務

ロ

染
料
、
医
薬
品
、
農
薬
、
化
学
繊
維
、
合
成
樹
脂
、
有
機
顔
料
、
油
脂
、
香
料
、
甘
味
料
、
火
薬
、
写
真
薬

品
、
ゴ
ム
若
し
く
は
可
塑
剤
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
の
中
間
体
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
有
機
溶
剤
等
の
ろ
過
、

混
合
、
攪
拌
又
は
加
熱
の
業
務

ハ

有
機
溶
剤
含
有
物
を
用
い
て
行
う
印
刷
の
業
務

ニ

有
機
溶
剤
含
有
物
を
用
い
て
行
う
文
字
の
書
込
み
又
は
描
画
の
業
務

ホ

有
機
溶
剤
等
を
用
い
て
行
う
つ
や
出
し
、
防
水
そ
の
他
物
の
面
の
加
工
の
業
務

ヘ

接
着
の
た
め
に
す
る
有
機
溶
剤
等
の
塗
布
の
業
務

ト

接
着
の
た
め
に
有
機
溶
剤
等
を
塗
布
さ
れ
た
物
の
接
着
の
業
務

チ

有
機
溶
剤
等
を
用
い
て
行
う
洗
浄
（
ヲ
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
洗
浄
の
業
務
を
除
く
。
）
又
は
払
し
よ

く
の
業
務

リ

有
機
溶
剤
含
有
物
を
用
い
て
行
う
塗
装
の
業
務
（
ヲ
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
塗
装
の
業
務
を
除
く
。
）

ヌ

有
機
溶
剤
等
が
付
着
し
て
い
る
物
の
乾
燥
の
業
務

ル

有
機
溶
剤
等
を
用
い
て
行
う
試
験
又
は
研
究
の
業
務

ヲ

有
機
溶
剤
等
を
入
れ
た
こ
と
の
あ
る
タ
ン
ク
（
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
を
除
く
。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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以
下
同
じ
。
）
の
内
部
に
お
け
る
業
務
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○

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
九
月
三
十
日
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）

（
抄
）

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

第
一
類
物
質

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令

（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
第
一
号
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

二

第
二
類
物
質

令
別
表
第
三
第
二
号
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

三

特
定
第
二
類
物
質

第
二
類
物
質
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
二
号
１
、
２
、
４
か
ら
７
ま
で
、

、

、

、

12

15

17

、

の
３
、

、

、

、

、

、

か
ら

ま
で
、

の
２
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
並
び

19

19

20

23

24

26

27

28

30

31

34

36

に
別
表
第
一
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
二
号
、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
、

第
十
九
号
の
三
、
第
二
十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
二
十
八
号
か
ら

第
三
十
号
ま
で
、
第
三
十
一
号
の
二
及
び
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

三
の
二

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
等

第
二
類
物
質
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
３
及
び

の
２
に
掲
げ
る
物
並

19

び
に
別
表
第
一
第
三
号
の
三
、
第
十
九
号
の
二
及
び
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

四

オ
ー
ラ
ミ
ン
等

第
二
類
物
質
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
二
号
８
及
び

に
掲
げ
る
物
並
び
に
別
表
第
一
第
八

32

号
及
び
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

五

管
理
第
二
類
物
質

第
二
類
物
質
の
う
ち
、
特
定
第
二
類
物
質
、
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
等
及
び
オ
ー
ラ
ミ
ン
等
以

外
の
物
を
い
う
。

六

第
三
類
物
質

令
別
表
第
三
第
三
号
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

七

特
定
化
学
物
質

第
一
類
物
質
、
第
二
類
物
質
及
び
第
三
類
物
質
を
い
う
。

２

令
別
表
第
三
第
二
号

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。

37

３

令
別
表
第
三
第
三
号
９
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。

（
適
用
の
除
外
）

第
二
条
の
二

こ
の
省
令
は
、
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
は
、

当
該
業
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
塗
装
業
務
（
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
等
（
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
３
に
掲
げ
る
物
及
び
こ
れ
を

含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
に
限
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
の
う
ち
、
屋
内
作
業
場
等
（
屋
内
作
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業
場
及
び
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
有
機
則
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
場
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
塗
装
の
業
務
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
洗
浄
・
払
拭
業
務
（
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
等
（
令
別
表

第
三
第
二
号

の
２
に
掲
げ
る
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
に
限
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り

19

扱
う
業
務
の
う
ち
、
屋
内
作
業
場
等
に
お
い
て
行
う
洗
浄
又
は
払
拭
の
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
エ

チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

二

令
別
表
第
三
第
二
号

の
２
に
掲
げ
る
物
又
は
別
表
第
一
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
第
三
十
八
条
の
十
二

13

に
お
い
て
「
コ
バ
ル
ト
等
」
と
い
う
。
）
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
業
務

三

令
別
表
第
三
第
二
号

に
掲
げ
る
物
又
は
別
表
第
一
第
十
五
号
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
等
」

15

と
い
う
。
）
を
屋
外
に
お
い
て
タ
ン
ク
自
動
車
等
か
ら
貯
蔵
タ
ン
ク
に
又
は
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
タ
ン
ク
自
動
車
等

に
注
入
す
る
業
務
（
直
結
で
き
る
構
造
の
ホ
ー
ス
を
用
い
て
相
互
に
接
続
す
る
場
合
に
限
る
。
）

四

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
等
を
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
耐
圧
容
器
に
注
入
す
る
業
務
（
直
結
で
き
る
構
造
の
ホ
ー
ス
を
用
い

て
相
互
に
接
続
す
る
場
合
に
限
る
。
）

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%97%4c%8b%40%97%6e%8d%dc%92%86%93%c5%97%5c%96%68%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%91%e6%88%ea%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000002000000000000000000
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○

家
内
労
働
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）

（
抄
）

（
設
備
等
の
設
置
）

第
十
八
条

家
内
労
働
者
は
、
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
設
備
又
は
装
置
を
設
け
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
務

設
備
又
は
装
置

有
機
溶
剤
等
（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四

蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装

十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
第

置
、
全
体
換
気
装
置
又
は
排
気
筒

二

号

の

有

機

溶

剤

等

を

い

う

。

以

下

同

じ

。
）

を

取

り
扱
う
業
務
（
吹
付
け
の
業
務
を
除
く
。
）

有
機
溶
剤
等
を
吹
き
付
け
る
業
務

局
所
排
気
装
置

鉛
等
を
取
り
扱
う
業
務

局
所
排
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は
排
気
筒

研
ま
材
を
用
い
て
動
力
に
よ
り
、
岩
石
、
鉱
物
若
し

局
所
排
気
装
置
又
は
粉
じ
ん
の
発
生
源
を
湿
潤
な

く
は
金
属
を
研
ま
し
、
若
し
く
は
ば
り
取
り
し
、
又

状
態
に
保
つ
た
め
の
設
備

は
金
属
を
裁
断
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
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○

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
一
号
）

（
抄
）

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

（
略
）

（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

（
略
）

（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「

、

の
３
」
を
「

、

の
４
、

の
５
」
に
、
「

、
第
十
九
号
の
三
」
を
「

、

19

19

19

第
十
九
号
の
四
、
第
十
九
号
の
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
の
二

特
別
有
機
溶
剤

第
二
類
物
質
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
３
、

の
２
、

の
２
か
ら

11

18

18

の
４
ま
で
、

の
２
、

の
３
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
及
び

の
２
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

19

19

22

22

33

第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
三

特
別
有
機
溶
剤
等

特
別
有
機
溶
剤
並
び
に
別
表
第
一
第
三
号
の
三
、
第
十
一
号
の
二
、
第
十
八
号

の
二
か
ら
第
十
八
号
の
四
ま
で
、
第
十
九
号
の
二
、
第
十
九
号
の
三
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら
第
二
十
二
号
の
五

ま
で
、
第
三
十
三
号
の
二
及
び
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
等
」
を
「
特
別
有
機
溶
剤
等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
特
別
有
機
溶
剤
業
務
」
と
い
う
。
）
以
外
の
特
別
有
機
溶
剤
等
を
製
造
し
、
又

は
取
り
扱
う
業
務

イ

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
有
機
溶
剤
業
務
（
特
別
有
機
溶
剤
等
（
令
別
表
第
三
第
二
号

の
２
、

の
２
か
ら

11

18

の
４
ま
で
、

の
３
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
又
は

の
２
に
掲
げ
る
物
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

18

19

22

22

33

る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
「
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
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う
業
務
の
う
ち
、
屋
内
作
業
場
等
（
屋
内
作
業
場
及
び
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労

働
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
所
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
及
び
第
三
十
九
条
第
六
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
を
い

う
。
）

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
の
ろ
過
、
混
合
、
攪
か
く
拌
は
ん
、

(1)

加
熱
又
は
容
器
若
し
く
は
設
備
へ
の
注
入
の
業
務

染
料
、
医
薬
品
、
農
薬
、
化
学
繊
維
、
合
成
樹
脂
、
有
機
顔
料
、
油
脂
、
香
料
、
甘
味
料
、
火
薬
、

(2)

写
真
薬
品
、
ゴ
ム
若
し
く
は
可
塑
剤
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
の
中
間
体
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
ク
ロ

ロ
ホ
ル
ム
等
の
ろ
過
、
混
合
、
攪
か
く
拌
は
ん
又
は
加
熱
の
業
務

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
用
い
て
行
う
印
刷
の
業
務

(3)

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
用
い
て
行
う
文
字
の
書
込
み
又
は
描
画
の
業
務

(4)

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
用
い
て
行
う
つ
や
出
し
、
防
水
そ
の
他
物
の
面
の
加
工
の
業
務

(5)

接
着
の
た
め
に
す
る
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
の
塗
布
の
業
務

(6)

接
着
の
た
め
に
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
塗
布
さ
れ
た
物
の
接
着
の
業
務

(7)

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
用
い
て
行
う
洗
浄
（

に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
洗
浄
の
業
務
を
除
く
。
）
又

(8)

(12)

は
払
拭
の
業
務

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
用
い
て
行
う
塗
装
の
業
務
（

に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
塗
装
の
業
務
を
除

(9)

(12)

く
。
）

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
が
付
着
し
て
い
る
物
の
乾
燥
の
業
務

(10)

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
用
い
て
行
う
試
験
又
は
研
究
の
業
務

(11)

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
入
れ
た
こ
と
の
あ
る
タ
ン
ク
（
令
別
表
第
三
第
二
号

の
２
、

の
２
か
ら

(12)

11

18

18

の
４
ま
で
、

の
３
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
又
は

の
２
に
掲
げ
る
物
の
蒸
気
の
発
散
す
る
お
そ

19

22

22

33

れ
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
内
部
に
お
け
る
業
務

ロ

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
塗
装
業
務
（
特
別
有
機
溶
剤
等
（
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
３
に
掲
げ
る
物
及
び

こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
に
限
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
の
う
ち
、
屋
内
作
業

場
等
に
お
い
て
行
う
塗
装
の
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ハ

一
・
二
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
洗
浄
・
払
拭
業
務
（
特
別
有
機
溶
剤
等
（
令
別
表
第
三
第
二
号

の
19
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２
に
掲
げ
る
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
に
限
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

の
う
ち
、
屋
内
作
業
場
等
に
お
い
て
行
う
洗
浄
又
は
払
拭
の
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
二
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

令
別
表
第
三
第
二
号

の
４
に
掲
げ
る
物
又
は
別
表
第
一
第
十
九
号
の
四
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
又
は

19

取
り
扱
う
業
務
の
う
ち
、
こ
れ
ら
を
成
形
し
、
加
工
し
、
又
は
包
装
す
る
業
務
以
外
の
業
務

（
略
）

（
家
内
労
働
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

家
内
労
働
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
」
を
「
別
表
第
三
第
二
号
３
の
３
、

の
２
、

11

の
２
か
ら

の
４
ま
で
、

の
２
、

の
３
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
及
び

の
２
に
掲
げ
る
物
、
同
令

18

18

19

19

22

22

33

別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
の
み
か
ら
成
る
混
合
物
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
表
中
「
の
有
機
溶
剤
等
」
の
下
に
「
及
び
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省

令
第
三
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
三
の
特
別
有
機
溶
剤
等
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
有
機
溶
剤
等
の
項
中
「
の
頭
を
低
く
し
て
横
向
き
又
は
仰
向
き
に
寝
か
せ
、
」
を
「
を
横
向
き
に
寝
か
せ
、

で
き
る
だ
け
気
道
を
確
保
し
た
状
態
で
」
に
、
「
口
中
の
異
物
を
取
り
除
く
」
を
「
消
防
機
関
へ
の
通
報
を
行
う
」

に
改
め
、
「
呼
吸
が
止
ま
つ
た
場
合
」
の
下
に
「
や
正
常
で
な
い
場
合
」
を
加
え
、
「
人
工
呼
吸
」
を
「
仰
向
き

に
し
て
心
肺
そ
生
」
に
改
め
る
。

（
女
性
労
働
基
準
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

（
略
）


